
国の節電プログラム促進事業「国の補助金事業に基づくプログラム」 

本プログラムは、経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の補助金事業に基づき行うものであり、経済産業省
が助成するポイントを当社が参加者に付与するものとなります。 

●実施期間 
2022年12月1日～2023年3月31日（お客さまごとに定められた電気料金2023年1月分（2022年12
月検針日から 2023年1月検針日の前日まで）から３月分（2023年2月検針日から 2023年3月検針日の
前日まで）） 

●参加条件 
「サーラの電気冬の節電プログラム 2022」にお申込みいただき、ご参加いただけるお客さま 
※お客さまの個人情報を国の補助金事業の事務局に提供すること等に同意していただく必要があります。詳しくは利
用規約をご確認ください。 

【参加特典】 
●特典：サーラカードポイント 2,000 ポイントをプレゼント 

●特典の付与について 
・2022年12月中旬を目途に、「サーラの電気冬の節電プログラム 2022」に参加されているお客さまに、サーラカード 
ポイント 2,000 ポイントを付与します。 
・特典は、電気の需要場所単位に2,000 ポイントを、サーラクラブ ID ごとに原則合算して付与します。  
・特典の付与の周知は、付与をもってかえさせていただきます。 
・12月上旬に当社の電気の供給がされていない場合、及び特典付与時点で電気料金のお支払いがサーラカードとな
っていない場合および当社との電気需給契約を解除されている場合、「サーラの電気冬の節電プログラム2022」のエ 
ントリーをキャンセルされている場合は、特典付与の対象外となりますのでご了承ください。

【達成特典】 
●特典：2023年1月分の電気使用量を前年同月比3％以上削減すると、サーラカードポイント 1,000 ポイントを 
プレゼント 

●特典の付与について 
・2023年2月中旬を目途に、2023年1月分の電気使用量を前年同月比3％以上削減されたお客さまに、サー 
ラカードポイント 1,000 ポイントを付与します。 
・特典は、電気の需要場所単位に1,000 ポイントを、サーラクラブ ID ごとに原則合算して付与します。  
・特典の付与の周知は、付与をもってかえさせていただきます。 
・特典付与時点で当社の電気の供給がされていない場合及び電気料金のお支払いがサーラカードとなっていない場
合および当社との電気需給契約を解除されている場合、「サーラの電気冬の節電プログラム 2022」のエントリーをキ 
ャンセルされている場合は、特典付与の対象外となりますのでご了承ください。

●その他 
・本プログラムは「令和4年度電気利用効率化促進対策事業」（経済産業省 資源エネルギー庁）の補助金事業
に基づき、実施いたします。 



・複数の小売事業者等を通じて、重複でお申し込みをされた場合、国の補助金事業に基づくプログラムの対象外とな
りますので、ご注意ください。 
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